
 
 

 

 

 

 

 

「大阪府生活排水処理計画整備指針」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

平成２４年３月 

（令和５年８月改定） 

大 阪 府 

 



 

1 
 

Ⅰ．基本的考え方 

 

１． 背 景 

日本では、昭和 30年代後半から高度経済成長を迎え、国民の暮らしも豊かになりま

したが、その一方でいわゆる公害問題が深刻化し、国民の健康や生活環境を脅かすま

でになりました。これらの公害問題のうち河川・海域の水質汚濁対策として、大阪府

では、工場・事業場に対し、厳しい規制指導を実施するとともに下水道等の生活排水

処理施設の整備を進めてきました。この結果、一時の危機的状況を脱し、有機性汚濁

の代表指標である BODで見ると、令和３年には、府内河川の環境基準達成率は 95％

を超えるまでになっています。現在、河川の BOD 負荷量の７割は生活排水が占めて
おり、この約４割は未処理の生活雑排水によるもので、今後河川水質の改善を図るた

めには、生活排水、とりわけ未処理の雑排水を適正に処理していくことが重要となっ

ています。 

このため、「2030 大阪府環境総合計画」では、2030 年の実現すべき姿として、「澄

んだ川」や「豊かな海」があり、「良好で安心して暮らせる生活環境が確保されている

こと」を掲げています。 

また、生活排水処理施設の整備は、単に河川水質の改善にとどまらず、トイレの水

洗化による衛生面や快適な生活環境作り、身近な環境である水路の水質改善にも効果

があることから、市町村は、住民が豊かな住環境を享受できるよう、積極的に取組ま

れているところです。 

大阪府では、生活排水対策について取組を進めてきた結果、生活排水適正処理率は

令和３年度末現在で 96.7％となり、全国の都道府県の中でも生活排水の適正処理が進

んでいる自治体となっています。 

大阪府は、市町村が地域の特性に応じて、下水道や合併処理浄化槽などの効率的な

生活排水処理施設を選択するよう技術的支援を行い、生活排水の 100％適正処理を目

指した「市町村生活排水処理計画」の策定を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「市町村生活排水処理計画」とは、市町村が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭

和４５年法律第１３７号）第６条に基づいて策定する一般廃棄物処理計画中の「生活排水

処理基本計画」又は「水質汚濁防止法」（昭和４５年法律第１３８号）第１４条の８に基

づいて知事が指定した生活排水対策重点地域をその区域に含む市町村が策定する「生活排

水対策推進計画」をいう。 
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２．指針の性格 

市町村は、下水道や合併処理浄化槽など生活排水を適正に処理するための施設を整

備するとともに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「水質汚濁防止法」に基づ

き「市町村生活排水処理計画」を策定し、これらの事業を計画的に進めていくことと

されています。本指針は、市町村が、地域の実情に最も適した整備方策を選択し、効

率的、効果的な「市町村生活排水処理計画」を策定するための手引きとなるものです。 

 

 

３．大阪府の役割 

（1）計画の策定・見直しに際しての技術的支援 

①経済性を比較検討する手法の一つとして「大阪府域版コスト計算モデル」を作成し

て提示するとともに、社会情勢の変化に対応して適宜見直します。 

②将来水質を予測する手法について、必要に応じ助言を行うとともに、流域が複数の

市町村にまたがる河川の水質改善効果の検討について市町村間の調整を行います。 

（2）生活排水対策重点地域の指定 

水質環境基準が確保されていない流域や自然的・社会的条件に照らし水質の保全を

図ることが重要な流域で、生活排水対策の実施を推進することが特に必要な地域を、

水質汚濁防止法に基づき生活排水対策重点地域に指定します。 

（3）協議・調整、進捗状況の把握 

府庁内関係部局等で構成する「大阪府生活排水対策推進会議」を通じ、「市町村生活

排水処理計画」について必要に応じ協議・調整を行うとともに、生活排水処理計画の

進捗状況を把握します。 
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Ⅱ．生活排水処理施設整備で考慮すべき事項 

 

     「市町村生活排水処理計画」に定めるべき事項については、「生活排水処理基本計

画」は平成２年 10月８日付け厚生省環境整備課長通達に、「生活排水対策推進計画」

は水質汚濁防止法第 14条の９に規定されており、また、策定に際し調査検討すべき各

種要因についてはそれぞれ「生活排水処理基本計画策定指針」(平成２年 10月８日厚生

省生活衛生局)､「生活排水対策推進計画策定資料集」(平成３年３月環境庁水質保全局)

に示されています。これらの検討すべき事項の中でもとりわけ以下に示す５項目につい

ては十分に考慮する必要があります。 

また、計画の策定にあたっては、十分な準備期間を設け、関係部局や大阪府とよく協

議することが重要です。計画策定フローのひとつの例を図１に示します。 

 
１．生活排水の 100％適正処理 

大阪府では、生活排水の 100％適正処理を目指します。「市町村生活排水処理計画」

の策定に当たっては、その早期達成を考慮する必要があります。 

 

２．効率的な整備（経済性の比較検討） 

個別処理の形態をとる合併浄化槽と、集合処理の形態をとる下水道、農業集落排水

施設等を選択するに際して、それぞれの手法ごとにコスト計算を行い、経済性を比較

することにより、過大な投資を避けることが重要です。国においては「生活排水処理

施設整備計画策定マニュアル」、「効果的な汚水処理施設整備のための都道府県構想策

定マニュアル（案）」で示されたコスト計算モデルがありますが、これらのモデルは、

市町村単独で整備する比較的小規模の下水道に適した諸元を使用しており、大規模な

下水道により整備が進んでいる大阪府の地域特性に即さない面があります。このため、

大阪府は、市町村が大阪府域の特性に合った経済性比較を容易に行えるよう「大阪府

域版コスト計算モデル」を作成しました。（図２参照） 

なお、市町村において、より地域の特性に即した諸元や独自の計算モデルを用いて、

効率的な整備を検討することは何ら問題ありません。 

整備の進め方については、経済性の比較検討結果や経済性以外の要因も考慮して、

地域の特性に最も適した整備方策を選択します。また、生活排水処理事業のメニュー

を効率的に組み合わせることや大型の合併処理浄化槽の有効活用について検討します。 

    主な生活排水処理事業(施設)の種類を表１に示します。 

 

 

 

 
 

市 町 村 

整備方策の選択にあたり検討する経済性以外の要因 
○選択した整備方策や整備時期、費用負担についての合意や、各種の施設が混在する
場合の合意など、地区住民の合意形成の状況 
○合併処理浄化槽の放流先や設置スペースの有無、集合処理用地の確保 
○健全な水循環に与える影響 
○水質改善の緊急度 
○将来の人口が増減する可能性 
○汚泥や処理水の再利用などの事業効果 
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図１ 市町村生活排水処理計画策定フロー（例） 
 
 
 
 

計画策定・見直し準備（十分な準備期間） 

計画素案策定 

関係部局との調整 
他計画との調整 

大阪府との協議 

計画案策定 

地域住民の意向把握(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ等) 

修正案策定 

議会・理事者承認 

計画策定 

知事への通知 
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図２ 「大阪府域版コスト計算モデル」による比較検討の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データを入力 

整備期間の設定 整備構想図の作成 

流域下水道処理区を選択 
※流域関連公共下水道の場合 

データを入力 

 人口・面積（人口密度） 世帯数 

計算モデルが、入力・設定された諸元により計算 

集合処理コスト・個別処理コスト 

管渠延長 

タイプⅡモデル 
（管渠延長を把握している） 

タイプⅠモデル 
（管渠延長を相関関数から求める） 

計算モデルが管渠延長を計算 

経済性以外の要因を検討 

※単独公共下水道の場合は処理場の建設費・維持管理費を入力 

※より地域の特性に則した諸元を用いる場合は、その諸元を入力 
 

コスト比較対象地域の選定 

整備方策の選択 

財源等内訳の試算 

財政計画の作成 

地域事情による追加工事、他事業との同時実施など配慮すべき事項
がある場合は、これに伴うコスト増減を入力 
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表１ 主な生活排水処理事業（施設）の種類 

施設（事業）の種類 施設（事業）の概要 所 管 

集 

合 

処 

理 

 

流域下水道 

複数の市町村の区域からの下水を受けて、これを排

除し、処理するために都道府県が管理する下水道で、

幹線管渠、ポンプ場、終末処理場から構成される。 

国 土 

交通省 
公共下水道 

主として市街地における下水を排除し又は処理す

るために市町村が管理する下水道で、終末処理場を有

するもの（単独公共下水道）と流域下水道に接続する

もの（流域関連公共下水道）がある。 

特定環境保全 

公共下水道 

公共下水道のうち、市街化区域以外で、農山漁村の

主要な集落及び湖沼周辺等において、環境保全のため

緊急に実施する必要があるとして整備される下水道。 

農業集落排水施設 

農業集落の環境改善、農業用排水等の水質保全等を

図るため、農業振興地域内で市町村が管渠、処理場等

を建設し管理を行う。 農 林 

水産省 

漁業集落排水施設 

漁業集落の環境改善、漁港及び周辺海域の水質保全

を図るため、市町村が管渠、処理場等を建設し管理を

行う。 

個 

別 

処 

理 
 

浄化槽設置整備事業 

(個人設置型合併処理浄化槽) 

個人が合併処理浄化槽を設置し、合併処理浄化槽が

社会的便益に供する部分を助成する事業。 

環境省 公共浄化槽等整備推進

事業 

(市町村設置型合併処理浄化槽) 

市町村が合併処理浄化槽を各戸ごとに設置し管理

する面的整備を行う事業。 

個別排水処理施設整備

事業 

(市町村設置型合併処理浄化槽) 

市町村が合併処理浄化槽を各戸ごとに設置し管理

する面的整備を行う事業。年間設置戸数10戸以上20

戸未満。 

総務省 

 

 

 

３．効果的な整備 

生活排水処理施設の処理システムは、集合処理と個別処理があり、それぞれの特徴

をいかして整備を進めるのが効果的です。（表２参照） 

また、河川の水質改善効果を把握する必要がありますが、一般的に次のような方法

が考えられます。 

① 対象地域における現状及び将来の汚濁負荷量を算定する。 

② ①の結果をもとに施設整備が図られた場合の河川等の水質を予測する。 

なお、事業（整備箇所）の優先順位を決めるにあたっては、上水道水源や農業用水

などの利水状況を勘案した水質改善の緊急度や、水質改善効果といった観点を考慮す

ることも重要です。 
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表２ 集合処理と個別処理の特徴 

 

集合処理 個別処理 

○人口の密集地域で効率的 

 人口密集地域では単位距離の管渠に、よ

り多くの家屋が接続されることになり、個

別処理よりも効率的である。 

○事業所も一体的に整備 

事業所についても一般家庭と一体的な整備

が可能である。 

○家屋数が少ない地域で効率的 

 管渠の単位距離あたりの家屋数が少ない地

域では、管渠施設が不要な個別処理が効率的

である。 

○各戸に駐車場１台分程度の敷地が必要 

 各戸ごとに、普通乗用車１台分程度の敷地

の確保が必要になる。 

○処理施設の運転、維持管理が集中 

 処理施設の運転、維持管理を一ヶ所で集

中して行うことができ、安定かつ効率的な

維持管理体制の確保が容易である。 

○安定した汚水処理が可能 

 水量や水質の負荷変動に強く、処理水質

が安定している。 

○各戸ごとの運転、維持管理が必要 

 各戸ごとの運転、維持管理が必要となるこ

とから、安定かつ効率的な維持管理体制の確

保に配慮する必要がある。 

○投資効果の発現に長い期間を要する 

 一定の地域を一体的に整備するため、投

資効果の発現には個別処理と比較して長い

期間が必要となる。 

○投資効果の発現が早い 

 各戸ごとに短期間（約１週間）で整備し、

整備したところから汚水処理が開始されるの

で、投資効果の発現が早い。ただし、設置は

個人の敷地を使用することになるので、その

了解が必要となり、面整備には期間を要する

場合がある。 

○水環境に与える影響を考慮する必要 

 河川上流部にある家庭からの生活排水が

下流部の処理施設に集水・処理・排水され

るため、河川水量の変化が水環境に与える

影響を考慮する必要がある。 

○より高度な処理が一括対応で可能 

規制基準の見直しなどの際に、より高度

な処理が求められる場合、処理施設の改造

で一括対応が可能である。 

○水環境に与える影響が小さい 

 処理された水はその場所で水路などに戻さ

れるため、河川水量を減らすことなく水質を

改善でき、水環境に与える影響が小さい。 

 

○整備計画の十分な検討が必要である 

長期的な見通しに基づいて処理施設や下

流部の管渠の規模などを決定することか

ら、計画策定段階で十分な検討が必要であ

り、また適時適切な計画の見直しを行う必

要がある。 

○施設整備に柔軟性がある 

 各戸ごとに処理施設を整備するため、整備

計画に柔軟性がある。また、全体費用に占め

る維持管理費用の比率が大きいため、施設使

用を中止した場合の影響が小さい。 
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４．計画的な整備 

市町村生活排水処理計画を着実に推進していくためには、社会状況や住民ニーズの 

変化に柔軟に対応するとともに、組織間の連携を図る必要があります。 

このため、市町村生活排水処理計画は、計画的な汚水処理施設の整備が推進できる 

ように、下水道整備計画など、関係部局で策定されている計画と矛盾がないよう調整

を図り、過大な投資を避けた実効性のある計画とすることが重要です。特に、財政上

の措置について適切な対策を講じる必要があり、市町村の財政計画に沿ったものであ

ることが重要です。 

また、計画を着実に推進するためには、施策の進捗状況等を的確に把握し、適切な 

進行管理を行うとともに、定期的な見直しを行っていくことが必要です。 

 

５．住民の理解と協力 

生活排水処理施設は、地域の良好な生活・自然環境を保全する施設として、地域住

民と密接に係わる最も基本的な都市基盤施設です。また、個別処理・集合処理にかか

わらず、生活排水処理施設の整備・運営には地域住民の費用負担が伴うので、計画の

策定・見直しに際しては、地域住民の意向を十分に把握することが重要です。 

一方、策定した計画の推進に際しては、地域住民の理解と協力が不可欠であること

から、地域住民に対して早い段階から、整備に関する十分な情報を提供していく必要

があります。なお、住民には、自らが排出する生活排水を適正処理するための設備

の整備に努める責務があり、そのような自覚のうえに立った理解と協力を求めて

いくことが必要です。 

また、地域住民に対し、適宜、計画の進捗状況を提供するとともに計画が変更され

る場合にあっても十分な情報提供を行う必要があります。 
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農林水産省農村振興局整備部、水産庁漁港漁場整備部 
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 

6．「主な生活排水処理施設整備事業の概要」
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主な生活排水処理施設整備事業の概要 

名称 公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業 農業集落排水事業 

類型 事業主体：市町村 事業主体：市町村 

省庁 国土交通省 農林水産省 

事
業
の
特
徴

 

主として市街地における一

般家庭及び事業所等の下水

を一体的に排除し又は処理

するためのものである。 

市街化区域以外の区域におい

て設置されるもので、一般家

庭及び事業所等の下水を一体

的に排除し又は処理するため

のものである。 

農村の生活環境改善等を図るため、２戸ま

での管路及び汚水処理施設等の整備（平成

１５年度から合併処理浄化槽事整備事業

と連携可能） 

事
業
採
択
基
準
等

 

市街化区域内又は、市街化

区域に隣接する市街化調整

区域であり、かつ、特定環

境保全公共下水道の採択基

準に該当しないもの。（計

画人口の制限なし） 

対象地区の計画排水人口が概

ね1千人以上1万人以下であ

ること。ただし、水質保全上

など特に緊急に下水道整備を

必要とする地区はこの限りで

はない。 

ア 農業振興地域内の農村集落 

イ 受益戸数：２０戸以上 

ウ 計画人口：概ね 1,000人未満 

（受益戸数２０戸は、非農家を含む。農家

率５０％以上は、採択時に考慮する数値で

あり、採択基準ではない） 

 

 

 

財
 
源

 
等

 

国庫補助金・下水道事業債・地方交付税 国庫補助金・下水道事業債・地方交付税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 交付税措置分(５０%)、下水道事業債特例措

置分は １００％ 

※単独分：末端２戸未満の管路施設 

※分担金は個人負担 

名 称 浄化槽設置整備事業 浄化槽市町村整備推進事業 個別排水処理施設整備事業 

５％

15％ 

国庫補助金 

府補助金 

下水道事業債 

50% 

分 担 金 

下水道事業債（特例措置分） 

分担金 

下水道

事業債 

補助対象分 単独分 

補助対象 単独 

国庫補助金 

受益者負担等 

下水道事業債 

下
道
事
業
債 95％ 

５％ 

４５％ 

５０％ 

５％ 

4.
4.5％ 

管
 
渠

 
等

 

終
末
処
理
場

 

補助対象 

5

5 5

単独 

下
道
事
業
債 95％ 

５％ 

国庫 

補助金 

国庫 

補助金 

下水道

事業債 
下水道

事業債 

５０％ 

４５％ 

５％ 

５５％ 

40.5％ 

受益者負担等 交付税措置分 
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類 型 個人設置型・点整備 市町村設置型・面整備 市町村設置型・面整備 

省 庁 環境省（S62～）大阪府（H4～） 環境省（H6～）大阪府（H17～） 総務省（H6～） 

事
 
業

 
の

 
特

 
徴

 

○合併処理浄化槽の設置者に設置
費用の概ね４割を助成する。(合
併処理浄化槽が社会的便益に供
する分) 
○個人財産が社会的便益に供する
分にのみ助成するため、整備基数
あたりの事業費が安い。 
○国及び都道府県は市町村への財
源助成 

○市町村が合併処理浄化槽を各戸ごと
に設置する 
（市町村財産を個人の土地に敷設） 
（地形等の事情により複数戸ごとの
浄化槽設置可能） 
○下水道と同様に特別会計を設けて、使
用料を徴収する。 
○市町村が管理(保守点検、清掃等)する
ので適正管理の確保が容易（ただし専
門業者に委託可） 
○整備地域における河川等水質改善効
果が大（事業実施区域の全戸が合併処
理となる） 
○事業費が安く、工期が短い（管渠の整
備を伴う下水道・農集等と比較） 
※年間設置件数２０戸以上の住宅 
 （事業を3年以上継続又は累計５０戸
以上整備した場合は、年間１０戸以
上） 

○市町村が合併処理浄化槽を各戸

ごとに設置する。（市町村財産を

個人の土地に敷設） 

○下水道と同様に特別会計を設け

て、使用料を徴収する。 

○市町村が管理(保守点検、清掃等)

するので適正管理の確保が容易

（ただし専門業者に委託可） 

○整備地域における河川等水質改

善効果が大（事業実施区域の全戸

が合併処理となる） 

○事業費が安く、工期が短い（管渠

の整備を伴う下水道・農集等と比

較） 

※年間２０戸未満又は１０戸以上
２０戸未満の住宅 

事
 
業

 
採

 
択

 
基

 
準

 
等

 

ア 下水道法第４条第１項の認可又
は同法第25条の３第１項の認可
を受けた事業計画に定められた
下水道事業計画区域以外の地域 
イ 下水道の整備が当分の間(原則
７年以上)見込まれない下水道事
業計画区域内の地域であって、水
質汚濁防止法に規定する生活排
水対策重点地域に該当する地域 
＜抜粋＞ 

下水道法第４条第１項の認可又は同法第
25条の３第１項の認可を受けた事業計画に
定められた下水道事業計画区域以外の地域
であって、次のいずれかに該当する地域 
ア 水質汚濁防止法第４条の２により指定
された地域（第６次水質総量規制指定地
域）であって、環境大臣が適当と認める
地域 
イ 水質汚濁防止法第１４条の８第１項に
規定する生活排水対策重点地域であっ
て、環境大臣が適当と認める地域 
ウ 農業集落排水施設の処理区域周辺地域
として環境大臣が適当と認める地域 
エ 浄化槽による汚水処理が経済的に効率
的な地域として環境大臣が認める地域   
＜抜粋＞ 

ア 下水道、農業集落排水施設等の

周辺地域において当該集合処理

施設と一体的に運営するものと

して、２０戸未満の住宅に合併処

理浄化槽を整備する 

イ ア以外の事業であって、浄化槽

市町村整備推進事業の対象とな

る地域において、１０戸以上２０

戸未満の住宅について合併処理

浄化槽を整備する＜抜粋＞【参

考：豊能町が平成10,11年度で

６５基を整備済み】 

財
 
源

 
等

 

府費補助金・国庫交付金・ 
特別地方交付税 

府費補助金・国庫交付金・ 
下水道事業債・地方交付税 

地方交付税・下水道事業債 

 

     

    特別交付税措置分 

 

特別交付税 

=負担額×80%×財政力指数の係数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    交付税措置分(５０%) 
 

※ 分担金は個人負担 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       交付税措置分 

 

※ 分担金は個人負担 

 
 

都道府県 1/3

国庫補助 1/3

3 0 %

6 0 %

1 0 %

下水道事業債

下 水 道 事 業 債

100%交付税措置

分 担 金

 市町村 1/3

設置者負担 6 0 %

4 0 %

56.7%

2.5%

下水道事業債

7.5%

1 / 3

2 / 3

国 庫 交 付 金

分 担 金
府 補 助 金


